
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  地積規模の大きな宅地                   

Ｑ：倍率地域に所在する地積規模の大きな

宅地はどのように評価するのですか？                            

                                              

Ａ：次のように評価します。 

【解説】 

三大都市圏に所在する宅地は500㎡以上、そ

れ以外の地域に所在する宅地は1,000㎡以上

の宅地を地積規模の大きな宅地として、特定

の評価をすることになっています。 

ところで、倍率地域に所在する地積規模の

大きな宅地ですが、これについては、次のう

ちいずれか低い方の価額により評価すること

となっています。 

①倍率方式により評価した価額 

②その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離

を有する宅地であるとした場合の１平方メ

ートル当たりの価額を路線価とし、かつ、

その宅地が普通住宅地区に所在するものと

して「地積規模の大きな宅地の評価」に準

じて計算した価額   

（注）「その宅地が標準的な間口距離及び奥

行距離を有する宅地であるとした場合の１平

方メートル当たりの価額」は、付近にある標

準的な画地規模を有する宅地の価額との均衡

を考慮して算定する必要があります。具体的

には、評価対象となる宅地の近傍の固定資産

税評価に係る標準宅地の１平方メートル当た

りの価額を基に計算することが考えられます

が、その標準宅地が固定資産税評価に係る各

種補正の適用を受ける場合には、その適用が

ないものとしたときの１平方メートル当たり

の価額に基づき計算します。 
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